
九重町における人事行政の運営等の状況を公表します

地方公務員法第5 8条の2の規定により､人事行政運営における公平性､透明性を高める目的から町職員の

給与･定員管理に加え任免や勤務条件等について町民の皆さまに知っていただくため､ ｢九重町人事行政の運営

等の状況の公表に関する条例｣の規定に基づき次のとおり公表しますも

1.職員の任免及び職員数に関する状況

( 1 )退俄及び採用の状況

平成21年度退職者 劔平成22年度採用者 俚r�

(平成21年4月1日～平成22年.3月31日) 劔(平成22年4月1日付) 宙ﾜﾉw��)�Bﾖ兀X��)�B��

定年退職 亂傅y���R�その他 佗b����(B) 嫡"ﾔ���

5人 ���ﾂ�0人 添�ﾂ�5人 ���ﾂ�

(注)退職及び採用は､他団体からの派遣等の着任･ A)経を含みません.

( 2)部門別職員数の状況

(各年4月1日現在)

区分 部門 劔�X什�B���������ﾘﾋ��B��"ﾔ���主な増減理由 

平成21年 (A) 兌ﾙ�ﾃ#)D���"��

也 ��iL｢�ﾗ9�ﾒ�YInR�議会.総務 税務 福祉 経済 �3I�ﾂ����ﾂ�3Y�ﾂ�#y�ﾂ�34人 10人 35人 26人 ��#��ﾂ���ﾂ���ﾂ��#��ﾂ� 
【∃ 過 A ; 計 部 門 剴y木 等�ﾂ�9人 ���ﾂ�

計 ���Y�ﾂ�114人 ��#��ﾂ�(参考) 人口1万人当たり職員数103.62人 (類似団体の人口1万人当たり職員数93.26人) 

教育部門 �25人 �#y�ﾂ�2人 ��

消防部門 �0人 ���ﾂ�0人 ��

小計 �140人 ��C��ﾂ�1人 宙��ﾖﾂ���ﾈﾏｳ�iﾉ�ﾉ9h+ﾘ.��X什�C�#ゅ�i�ﾂ�厭韜y&9�ﾈ,ﾉ�ﾈﾏｳ�iﾉ�ﾉ9h+ﾘ.��X什�C��2�3y�ﾂ��

公 ��Y;���)�ﾂ�2人 ���ﾂ� 

営 企 莱 等 会 計 部 門 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�等�ﾂ�9人 ���ﾂ�

小計 �11人 ����ﾂ�0人 ��

合計 剴�S��ﾂ�152人 ���ﾂ�(参考) 
〔216〕 ���#�x�｢���ﾈﾏｳ�iﾉ�ﾉ9h+ﾘ.��X什�C�3ゅ�i�ﾂ�

(注) 1職員数は､一般職に属する職員数で10

2　〔 〕内は､条例定数の合計です｡
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(3)年齢別職員構成の状況

(平成2 2年4月1日現在)

区分 �#�ﾜ��j)i��20歳 �#Hﾜ��28歳 �3(ﾜ��36歳 鼎�ﾜ��44歳 鼎緯��52歳 鉄hﾜ��60歳 以上 偬��? 尼�? ����? 尼�～ 尼�? 尼�

23歳 �#xﾜ��31歳 �3Xﾜ��39歳 鼎8ﾜ��47歳 鉄�ﾜ��55歳 鉄俐��

職員数 ���ﾂ�8人 �#i�ﾂ�17人 ����ﾂ�6人 妬�ﾂ�10人 ����ﾂ�16人 �#Y�ﾂ�1人 ��S)�ﾂ�

(4)定員管理の数値目標及び進捗択況

①　平成1 7年4月1日～平成22年4月1日における定員管理の数値目標(数･率)

平成17年4月1日 職員数 兌ﾙ�ﾃ#)D紿ﾈ��?｢��X什�B�純減数 傀8ﾋ越b�

162人 ��S)�ﾂ�10人 澱�"R�

(参考)九重町自律推進計画における定員管理の数値目標(数･率)

計画期間 冤数値目標 

始期 做弍｢�

平成17年4月1日 兌ﾙ�ﾃ#yD�8ﾈ�3�?｢�25人純減 

②　定員管理の数値目標の年次別進捗状況(実績)の概要

(各年4月1日現在)

区分 �17年 ��吋��19年 �#�D��21年 �#)D��17年～22年 宙��ﾖﾂ��

部門 剏v画始期 ��D駑｢�2年目 �9D駑｢�4年目 添D駑｢�計 ��I&ﾉmｩUr�

一般行政 ��X什�B�120 ��#��122 �����115 ���B�△6(150%) ���b�

増減 梯�0 �"�△4 ��#2�△1 辻� 

教育 ��X什�B�32 �#��30 �#��25 �#r�△5(100%) �#r�

増減 梯�△3 ���△1 ��#B�2 辻� 

消防 ��X什�B�0 ���0 ���0 ���0(一%) ���

増減 梯�0 ���0 ���0 辻� 

公営企業等 会計 ��X什�B�10 ����10 免ﾂ�ll 免ﾂ�1(一%) 湯�

増減 梯�0 ���1 ���0 辻� 

計 ��X什�B�162 ��S��162 ��S��151 ��S"�△10(100%) ��S"�

増減 梯�△3 �2�△4 ��#r�1 辻� 

(注) 1計画期間は､平成1 7年～22年の5年間です｡

2　(　%)内の数値は､数値目標に対する進捗率を示します｡

3　増減は､各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を､計の欄にあっては計画1年目以降現牢まで

の職員増減数の累計を示します｡

2.職員の給与の状況

( 1 )人件費の状況(普通会計決算)

区分 偖ｩj�馮ｸ榾�ﾈﾏｲ�歳出額 們���轤�人件曹 ��ﾈﾈ��b�(参考)20年度 

(21年度末) ����"�B/A �,ﾉ�ﾈﾈ��b�

21年度 ��ﾂ�千円 ��x冷�千円 坦�% 

ll,002 澱ﾃツ�ﾃ�#"�365,180 ��ﾃ3#RﾃsC��19.3 ��ゅ��
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( 2 )職員給与費の状況(普通会計決算)

区分 ��X什�B���給与費 劔-人当たり給 与費B/A 宙��ﾖﾂ凩韜y&9�ﾉ[ﾒ�ｼ��ﾉ9h+ﾘ.虻ｹu餒��

給料 ��X醜詹9b�期末.勤勉手当 佗d"�

21年度 ��ﾂ�千円 ��x冷�千円 ��x冷�千円 ��x冷�

140 鉄�2ﾃ鉄��55,418 ��湯ﾃ33��758,707 迭ﾃC���5,663 

(荏) 1職員手当には退職手当を含みません｡

2　職員数は､平成2 1年4月1日現在の人数です｡

( 3 )職員の平均年齢､平均給料月額及び平均給与月額の状況

①　-磯子政職

(平成2 2年4月1日現在)

区分 兌ﾘｼ�驃��平均給料月額 兌ﾘｼ�ｹu霾隗｢�平均給与月額 (国ベース) 

九重町 鼎��8ﾜ��323,600円 �3c�ﾃC��冷�342,925円 

大分県 鼎2纔ﾜ��352,484円 鼎3"ﾃツX冷�384,703円 

国 鼎�纔ﾜ��325,579円 �3迭ﾃcch冷�円 

類似団体 鼎2繆ﾜ��320,902円 �3S津sCh冷�347,629円 

②　技能労務職

(平成2 1年4月1日現在)

区分 剳ｽ均年齢 兌ﾘｼ�ｹ{�隗｢��平均給与月額 兌ﾘｼ�ｹu霾隗｢�異�7�ｨ耳耳5ｒ�

九重町 �34.8歳 �#c�ﾃs��冷�278,313円 �#s�ﾃ#S�冷�

うち学校給食調理員 �#偵�ﾜ��220,775円 �#3RﾃcsX冷�235,675円 

うち保育園調理員 鼎���ﾜ��300,600円 �3#"ﾃ#C�冷�317,025円 

大分県 �50.4歳 �3crﾃccH冷�412,195円 �3ッﾃ田H冷�

国 �49.3歳 �#ィﾃS�H冷�322,291円 ���

類似団体 �49.4歳 �#�"ﾃ鼎8冷�302,508円 �#澱ﾃ##x冷�

(注) 1 ｢平均給料月額｣とは､平成2 2年4月1日現在における職種ごとの職員の基本給の平均ですこ

2　｢平均給与月額｣とは､給料月額と亀月支払われる扶養手当､地域手当､住居手当､時間外勤務手

当などのすべての諸手当の額を合計したものであり､地方公務員給与実態調査において明らかにされ

ているものです1

また､ ｢平均給与月額(国ベース)｣は､国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当､特殊勤務

手当等の手当が含まれていないことから､比較のため国家公務員と同じベースで再計算したもので九

(4)職員の初任給の状況

(平成2 2年4月1日現在)

区分 刹繽d町 ��YZｨﾊr�国 

一般行政職 ��Xｧy�"�172,200円 ��sづ���冷�172,200円 

高校卒 ��C�ﾃ���冷�144,500円 ��C�ﾃ���冷�

技能労務職 俘(ﾕｩ�"�140,100円 ��C�ﾃ���冷�円 
中学卒 ���円 ���
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( 5 )職員の経験年数別･学歴別平均給料月額の状況

(平成2 2年4月1日現在)

区分 剏o験年数10年 佝��D��C�YD��経験年数20年 

一般行政職 ��Xｧy�"�265,700円 �3S�ﾃ3��冷�377,100円 

高校卒 ��唐ﾃ#��冷�225,233円 �33bﾃs��冷�

技能労務職 俘(ﾕｩ�"�184,200円 �#�RﾃC��冷�250,400円 
中学卒 ���円 ���

(6)一般行政職の級BIj職員数の状況(平成2 2年4月1日現在)

区分 ��ｸ��2級 �8ｸ��4級 店ｸ��6級 度ｸ��計 

標準的な 職務内容 偃X駛Hｵｨ蹌�主任 偃Xﾛ��主査 偃Xｫ"�課長等 �ｹ+y9��

職員数 �#)�ﾂ�16人 ����ﾂ�3人 ����ﾂ�30人 ��Y�ﾂ�106人 

構成比 �#�繧R�15.1% 湯紕R�2,8% 湯紕R�28.3% ��B�"R�100% 

(荏) 1九重町の規則に基づく給料表の級区分による職員数ですも

2　標準的な職務内容とは､それぞれの級に該当する代表的な職務です｡

(7)職員の期末･勤勉手当及び退職手当の状況

①　期末手当･勤勉手当

九重町 ��YZｨﾊr�国 

1人当たり平均支給額(平成21年度) ���ﾉ9h+ﾘ.閏ﾘｼ�虻ｸｧ｢閏ﾙ�ﾃ#�D�7ｒ�- 

1,484千円 ��ﾃs3y�x冷�

(平成21年度支給割合) 忠[ﾙ�ﾃ#�D�7育瓜��(平成21年度支給割合) 

期末手当勤勉手当 弍ｩih詹9hｼ饐x詹9b�期末手当勤勉手当 

2.75月分1.4月分 �"縱Xﾈ饂｣�紿ﾈ饂｢�2.75月分1.4月分 

(1.50)月分(0.70)月分 茶�經�佇饂｢��縱�佇饂｢�(1.50)月分(0.70)月分 

加算措置の槻 ��y�ﾉ�ｹ'X,ﾉ,��07頗措置の㈹ 

職制上の観職務の級等による加算措置 ��Y�x�8,ﾉ��4�框�Yk�,ﾈｸ�9�,�.h.��蟀�ｹ'R�職制上の樹智､職務の級等による加算措置 

役職加算:5%～20% 冩��X��螢｣RX��#�R�役職加算:5%～20% 

管芦助打算:10% 豫xｪ�8ﾘ螢｣��R�管理加算:10%～25% 

(荏) ( )内は､再任用職員に係る支給割合です｡

②　退職手当

(平成2 2年4月1日現在)

九重町 俛��

(支給率)自己都合勧奨.定年 �ｨ齪ﾌ��8ﾘxｪ傅r�.吋��

勤続20年23.50月分30.55月分 仂���#�D�#2經�ﾈ饂｣3�經Xﾈ饂｢�

勤続25年33.50月分41.34月分 仂���#YD�32經�ﾈ饂｣C��3Hﾈ饂｢�

勤続35年47.50月分59.28月分 仂���3YD紊r綏Hﾈ饂｣S偵#以饂｢�

最高限度額59.28月分59.28月分 俐Xﾘ(ﾌ�7逢｣S偵#以饂｣S偵#以饂｢�

その他の力虜措置 �+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾉ|ﾙ.)�ｹ'R�

(i邸弥寺特別昇給) 1人当たり平均支給額463千円28,453千円 �.吋�����遨4�ｧﾉ��ｹ;ﾒ�"ﾓ#�X��蠅��

(注)退職手当の1人当たり平均支給額は､前年度(平成2 1年度)に退職した職員に支給された平均額で九
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(8)その他の職員手当の状況

(∋　地域手当

(平成2 2年4月1日現在)

支給実績(平成21年度決算) 剴��x冷�

支給職員1人当たり平均支給年額(平成21年度決算) 剴��x冷�

支給対象地域 倡虻ｹzb�支給対象職員数 剄曹ﾌ制度(支給率) 

該当なし 坦�人 �% 

(平成2 2年度の制度親裁時)

支給対象地域 倡虻ｹzb�国の制度(支給率) 

該当なし 坦�% 

(荏)国の制度では､平成2 2年度での完成を目指して､平成1 8年度から支給率を段階的に引き上げること

としています｡

②　特殊勤務手当

(平成2 2年4月1日現在)

支給実績(平成21年度決算) 剴��x冷�

支給職員1人当たり平均支給年額(平成21年度決算) 剴�冷�

職員全掛こ占める手当支給職員の割合(平成21年度) 剴���R�

手当の種類(手当数) 剴X霻�

手当の名称 偃X,育虻ｹ���ｹ�X蹴�主な支給対象業務 剄ｶ記職員に対する支給単価 

町税の賦課徴収事務※ ��Yk��X蹴�税の賦課 剏至z1,500円 

税の徴収 剏至z2,000円 

伝染病防疫作業事務 ��防疫作業 剴匇z1,000円 

家畜診療に従事する事務 偬(�8蹌�家畜診療 剏至z20,000円 

保障予防に従事する事務※ 兢ｸﾉ(蹌�結核患者等予防指導 剏至z1,500円 

行旅死亡人の遺体収容 ��遺体収容 �1死体5,000円 

※　特記事項

･上記の手当のうち｢町税の賦課徴収事務｣及び｢保健予防に従事する事務｣に係る特殊勤務手当について

は､平成1 8年4月1日から平成2 3年3月3 1日までの間は支給しないこととしています｡

③　時間外勤務手当

支給実績(平成21年度決算) ��津S���x冷�

支給職員1人当たり平均支給年額(平成21年度決算) ��3��x冷�

支給実績(平成20年度決算) �#�ﾃc3��x冷�

支給職員1人当たり平均支給年額(平成20年度決算) ��C��x冷�

(注) ｢支給実績｣及び｢支給職員1人当たり平均支給年額｣については､普通会計ベースでれ

④　その他の手当

(平成2 2年4月1日現在)

手当名 �>�vXｷ�-�ﾈ隗ｨ辷ｸｹ%�幵�剄�｠ との異同 ��ﾂ��y7�,h穀�,�.�>�vR�支給瑚 (21年度決算) 倡鵜���ﾉ9h+ﾘ.��$���#�$��

扶養手当 僭ｩV��"���2ﾃ���冷�同じ 辻�17,032千円 �#Cbﾃイ�冷�

鰍外 �6,500円 �:�+b�- 

うち1人目l船ー頚--- 免ﾂﾃ���冷�同じ 辻�

16歳～22抑こ一九ヽての力癖 �5,000円 �:�+b�- 

住居手当 倬ﾘ+�b��"ﾃS��冷�異なる 俾����4,905千円 塔�ﾃsS�冷�

借家(支給額区分あり) 剞E責額27,000円 �:�+b�- 

通勤手当 兢�4ｹ�ﾈｧﾈ7�&ｶﾘ決�2育穎域ｸｾiZｨ*�.ｒ�册��Rﾃ���冷�異なる ��ｶﾘ+(,b�6,925千円 田�縱CX冷�

(注) ｢支給実績｣及び｢支給職員1人当たり平均支給年額｣については､普通会計ベースです｡
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( 9)特別職の報酬等の状況

(平成2 2年4月1日現在)

区分 刹距ｿ月額等 

袷 �*ﾉ+r�720,000円 (円) 585,000円 (円) 宙��ﾖﾂ凩韜y&9�ﾈ,�*�*�.俐Xﾘ"�Y.�ｧ｢�
883,000円/353,500円 

料 兀ｹ*ﾉ+r�都�2ﾃ���冷�3#bﾃC��冷�

戟 酬 亳9+r�301,000円 (円) 260,000円 (円) 250,000円 (円) �3#bﾃ���冷�#�rﾃ���冷�副議長 �269,000円/172,500円 

議員 �250,000円/157,500円 

期 莱 辛 当 �*ﾉ+r�(平成21年度支給害恰) 
副町長 �"縱Xﾈ饂｢�

議長 忠[ﾙ�ﾃ#�D�7育虻ｸｨHﾘr��

副議長 議員 �"縱Xﾈ饂｢�

過 �*ﾉ+r�(算定方iq(1期の手当額)(支給時期) 

職 刹距ｿ月額×在職年数×500/10014,400千円任期毎 

辛 当 兀ｹ*ﾉ+r�給料月額×在職年数×290/1006,786千円任期毎 

備考 ��

(注) 1給料及び報酬の( )内は､減額措置を行う前の金額です｡

2　退職手当の｢1期の手当額｣は､ 4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき､ 1期(4年-48

月)勤めた場合における退職手当の見込額です｡

(1 0)ラスノVレス指数の状況

(各年4月1日現在)

区分 兌ﾙ�ﾃ#)D�7��平成21年度 兌ﾙ�ﾃ#�D�7��

九重町 �����2�99.8 �����"�

類似団体平均 涛B���93.5 涛2�"�

全国町村平均 涛R���94.6 涛B�"�

(荏) 1ラスパイレス指数とは､国家公務員の給与水準を1 0 0とした場合の地方公務員の給与水準を示す

指数です1

2　類似団体平均とは､人口頒模､産業構造が類似している団体のラス/Vレス指数を単純平均したも

のです1

3.職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(1)勤務時間の状況

(平成2 2年4月1日現在)

1週間の勤務時間 仂駝�鳧ｭB�休憩時間 偖Hｷ�?｢�

38時間45分 嶋鱚3�Zｨ*�.r��x鱚��Zｨ-ﾈ,R�12時15分から 13時00分まで �7况ｩ?ｨｷ�-�?ｩvｩ?｢�

(注) 1本庁以外の勤務場所では､これと異なる勤務形態である場合があります｡

2　本庁内の窓口事務の一部において､特定の曜日にこれと異なる勤務形態である場合があります｡

･6･



(2)年次有給休暇の状況

①　制度の概要

(平成2 2年4月1日現在)

制度の概要 

1年につき20日(20日を超えない範囲で残日数を翌年に繰り越すことが可能) 

(平成21年1月～12月)

総付与日数 ��ﾘ靖;�?ｩ�B�対象職員数 兌ﾘｼ�i;�?ｩ�B�取得率 

3,343日 塔#R繦?｢�85人 湯繦?｢��ﾂ�25.0% 

(注)当該期間の全期間に在職した一般行政職の者を対象としています｡

( 3)その他の主な御殿の状況

(平成2 2年4月1日現在)

区分 倬iu"�期間 

病気御殿 佰ik�iH,ﾙ,ｨｼ�,�.h.儿傚ﾙiH,ﾘ�V�,ﾈ�ｨﾘr�その療養に必要と認められる期間 

結核性疾患の場合 ��D�/�+H*h,�*)Tｹwh,iDh-�.x.ｨ.弍ｨｭB�

上記以外の負傷又は疾病の場合 涛�?ｨ/�+H*h,�*)Tｹwh,iDh-�.x.ｨ.弍ｨｭB�

特別榊殴 ��仍8ﾊ�+ｸ,ﾉ�ﾈﾏij�,h+X,H,ﾈﾊ�y�/�ﾗ8諄+x.��ｨﾘr�必要と認められる期間 

証人等として国会等-出頭する場合 儺ｹwh,iDh-�.x.ｨ.弍ｨｭB�

骨髄液の提供希望者として登録の申出及び提供を行う場合 儺ｹwh,iDh-�.x.ｨ.弍ｨｭB�

職員が自発的に社会貢献活動を行う場合 ��D�,�,(*ｳY?ｨ潔>�,ﾈｯｨｭB�

職員が結貯する場合 佇ｸﾚX,ﾉ?ｨ,ﾃY?ｩ��,ﾉ?ｨ*�.zHﾈｸﾚX,ﾉmｨﾎ385�ﾈ��/�ﾆ��+x.�-ﾈ,X,ﾉ����+x.土?ｨ潔>�,ﾈｯｨｭB�

8週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定で ある女性職員が申し出た場合 偬��,ﾉ?ｨ-ﾈ,Y�ﾈ+X�+ﾘｯｨｭB�

女性職員が出産した場合 偬��,ﾉ?ｨ,ﾉx)?ｨ*�.s員HｭB��ﾘ���蝌,ﾈ�ｨﾘx,ﾒ����ｭJI�c8��決ﾗ�,ﾈ���蝌,ﾈ�ｨﾘx,ﾓ�X��ｭB�/�ﾆ��+x.�?ｨ-ﾈ,X,ﾈｯｨｭB�

生後1年に達しない子を育てる職員が､必要な授乳等を行う 場合 ��?｣(��+ｸ.ｨ+ﾈ.｣3�Zｨ潔>�,ﾈｯｨｭB�

生理日の就業が著しく困難な女性職員が榊霞を請求した場合 刋���+x.�)?ｨ潔>�,ﾉTｹwh,iDh-�.x.ｨ.弍ｨｭB�

職員の妻が出産する場合で､職員が妻の出産に付き添う場合 偬��,ﾉ?ｨﾎ3(�ｭH/�ﾆ��+x.�?ｨ-ﾈ,X,ﾃ)?ｨ潔>��,ﾈｯｨｭB�

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が､その 子を看護する場合 ��D�,�,(*ｳY?ｨ潔>�,ﾈｯｨｭB�

職員の親族が死亡した場合 ��Y��,��+i.�-�+ﾓ�?ｨ*�.s��?ｨ-ﾈ,X,ﾈｯｨｭB�

父母の追悼のための特別な行事の場合 ��?ｨ潔>�,ﾈｯｨｭB�

夏季における盆等の諸行事､JL身の健康の維持及び増進又は ��,ﾉD�,ﾃxﾈ�*�.s以�-ﾈ,X,ﾈｯｨｭI>�,SY?ｨ潔>��

家庭生活の充実等の場合 �,ﾈｯｨｭB�

地震､水害､火災等により職員の現住居が滅失し､又は損壊 した場合 侏I�X,h+X,I����+x.土?ｨ潔>�,ﾈｯｨｭB�

地寮､水害､火災等により出勤することが著しく困難な場合 儺ｹwh,iDh-�.x.ｨ.弍ｨｭB�

地震､水害､火災時において､退勤途上における身体の危験 を回避する場合 儺ｹwh,iDh-�.x.ｨ.弍ｨｭB�
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(4)育児休業の取得状況

(平成2 1年度)

区分 �&ｩ�ｲ�女性 

新規に取得した者 ���ﾂ�3人 

前年度から引き続き取得している者 ���ﾂ�1人 

4.職員の分限及び懲戒処分の状況

(1)分限処分の状況

(平成2 1年度)

区分 俎颯2�免職 亶��R�降給 佗b�

勤務矧ミ良くない場合 ���ﾂ�0人 ���ﾂ�0人 ���ﾂ�

心身の故障のため､職務の遂行に支障がある場合 ���ﾂ�0人 �)�ﾂ�0人 �)�ﾂ�

職に必要な適格性を欠く場合 ���ﾂ�0人 ���ﾂ�0人 ���ﾂ�

定数の改廃等により廃職､過員を生じた場合 ���ﾂ�0人 ���ﾂ�0人 ���ﾂ�

刑事事件で起訴された場合 ���ﾂ�0人 ���ﾂ�0人 ���ﾂ�

(2)懲戒処分の状況

(平成2 1年度)

区分 弌ｨﾙ��減給 �.)�R�免職 佗b�

法令等の定めに違反した場合 ���ﾂ�0人 ���ﾂ�0人 ���ﾂ�

職務上の義務に違反し､文盲胡洗務を怠った場合 ���ﾂ�0人 ���ﾂ�0人 ���ﾂ�

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 ���ﾂ�0人 ���ﾂ�0人 ���ﾂ�

5.職員の服務の状況

地方公務員法第3 0条では､ ｢すべての職員は､全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し､職務遂行

にあたっては全力でこれに専念しなければならない｣こととされています｡この原則を実行するため､職員

には次のような義務や制限が課せられています1

区分 �>�vR�

命令に従う義務 (同法第32条) ��X醜,ﾚId�}�,偖ﾘ**H*�,*H�8譏,ﾉkﾙ}�,偖ﾘ.ﾘ,�*�.ｨ,�,�.�-ﾈ+�/���

信用失墜行為の禁止 ��X醜,ﾚI�X,ﾉ�ﾙw�/��,(*ⅹiH/�ﾍ8ﾌﾉ�9�ﾈ,ﾉW9kﾉu�,h,�.�.h*H,為8郊/�+X,H,ﾘ,��

(同法第33条) �.�-ﾈ+�/���

秘密を守る義務 ��X醜,ﾚI�Yk��9&ﾘ.�;�+ﾙN冕x/��(.x+X,H,ﾘ,�.�-ﾈ+�/��+ｸ,ﾉ�X/���*(+ﾘﾎ8.�:��

(同法第34条) 况ﾈ,X+v��

職務に専念する義務 ��X醜,ﾚHｼ駝�鳧ｭI(jI�Yk�,�(ﾘ�9|ﾘ,ﾈ+x-x,H/�w�**I�Yk�,�,ﾈ-ﾙ�ｩD�+X,�*�.｢�

(同法第35条). �,�,�.�-ﾈ+�/���

政治的行為の制限 (同法第36条) ��X醜,ﾚI�ﾘ��4乖�:�9�,亊iu�+X,H,ﾘ,�.�-ﾈ+�/���

争議行為の禁止 (同法第37条) ��X醜,ﾚH5�6x8�484ﾉ9�/�+X,H,ﾘ,�.�-ﾈ+�/���

営利企業等-の従事制限 ��X醜,ﾚHｹh�(/��8*�,�*�.ｨ+8�(�9y�/�mｩ4�,h+x.���+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾉ&9�ﾈ,ﾉo�醜/�ﾉ2�

(同法第38条) �,ｺH��+X*ﾘ,ﾘ齪.x鍠ｮ仂h/��8-ﾚIiH,ﾙ_��/�;�,H*(*�,�.倬hｼh��+X*ﾘ,ﾘ駟k�,��

も従事してはなりませんo 

このように､地方公務員には職務の円滑な遂行や住民の公務に対する信頼を確保するために､さまざまな

制約がありま1.

こうした服務規律を確保し､より一層の服務規律の維持向上に努めるべく､職員に対して周知徹底し､適

切な指導に取り組んでいますも
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6.職員の研修及び勤務成績の評定の状況

(1)研修の実施状況

職員の研修については､九重町独自のメニューによる庁内研修や市町村アカデミー( ∫ AMP)及び国

際文化アカデミー( J I AM)等の派遣研修に加え､大分県市町本欄臣員研修運営協議会のメニューによる

協議会研修に逐次参加することにより実施していま+oなお､実施状況については次のとおりです｡

(平成2 1年度実紛

研修区分 剏､修名 侈H�8ｯｨｭB�参加人数 

庁内研修 剞V採用職員研修 ��?｢�7人 

行政事務研修 ��?｢�66人 

職員人権研修 ��?｢�150人 

臨時職員人権研修 ��?｢�46人 

職員研修(臼杵市長の講話) ��?｢�76人 

年末職員研修 ��?｢�68人 

協 読 JA こⅠて 研 修 舒馮ｸﾊH�2�幹部ヤミナ- ��?｢�3人 

新任課長級研修 �)?｢�5人 

新任課長補佐級研修 �)?｢�3人 

新任係長級研修 �9?｢�3人 

新採用職員研修(前期) 的?｢�7人 

新採用職員研修(後期) �)?｢�7人 

係長の組織管理とコーチング研修 �)?｢�2人 

キャリアプランニング研修 �)?｢�4人 

中堅リーダーシップ研修 �)?｢�1人 

ステップアップ研修 俾偃Xｻｹ:頽ﾒ員y(hﾆX�剃白��1日 �)�ﾂ�

自主興動塾(セルフリーダ｣刑封 ��?｢�2人 

職務研修 橡�Yk�ﾊH�3��Yk��D8�"�2日 �)�ﾂ�

<税務研修>滞納.徴収事務 �)?｢�3人 

<税務研修>個人住民税 ��?｢�2人 

<税務研修>固定資産税 ��?｢�2人 

法制実務研修 �9?｢�1人 

財務実務研修 �)?｢�1人 

情報公開.個人情報保護法研修 �)?｢�2人 

契約事務(工事契約請負事務) �)?｢�2人 

条例等立案改廃研修 �)?｢�1人 

住民クレーム対応研修 �)?｢�2人 

自己管理.タイムマネジメント研修 �)?｢�1人 

自治体マーケテイング研修 �)?｢�1人 

研修担当者研修 �)?｢�1人 

<県職員合同>図解表現力向上講座 �)?｢�1人 

<県職員合同>政策立案のためのマーケテイング講座 �)?｢�1人 

派遣研修 剋w定管理者のモニタリングと評価事業者選定の進め方 ��?｢�1人 

新任担当者のための工事検査の進め方 �)?｢�1人 

新地方公会計制度の実務 �9?｢�1人 

(2)評定の状況

平成2 1年度には勤務評定を実施していません｡
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7.職員の福祉及び利益の保護の状況

( 1 )各種福利厚生制度について

職員の共済制度は､地方公務員法第4 3条に基づいて定められた地方公務員共済組合法によって具体的

に定められています｡共済制度を運用し､実施する主体は大分県市町村職員共済組合です｡共済組合では､

組合員である職員とその家族の病気･ケガ･出産･死亡等に対して必要な給付を行う｢短期給付事業｣､職

員の退職･障害･死亡に対して年金又は一時金の給付を行う｢長期給付事業｣ ､健康の保持増進事業や住宅

貸付けなどの｢福祉事業｣の大きく分けて3つの事業を行っています｡

また､地方公共団体は､地方公務員法第4 2条に基づき､職員の福利厚生の計画を樹立し､実施するこ

とが義務付けられていますム町では､職員による任意組織である職員共済会に委託し､冠婚葬祭等に際し

ての共済給付事業や福利厚生の向上のためのレクリエーション等の事業を行っています｡

九重町税員互助会に対する公費負担状況

年度 ��Y�B�決算額(千円) �*ﾉ^(�ｾ�ｧ｢��x冷��

平成21年度 ��Sr�2,816 都�b�

( 2 )公務災害補償制度について

公務災害補償制度は､職員が公務上の災害(負傷､疾病､障害及び死亡)又は通勤による災害を受けた

場合に､その災害によって生じた損害の補填(補償)と､被災職員の社会復帰の促進及び秩員･遺族の援

護を図るために必要な事業(福祉事業)を行うことを目的としています｡具体的には､地方公務員法第4

5条に基づいて定められた地方公務員災害補償法によって定められています｡九重町は地方公務員災害補

償基金大分県支部に加入しています｡

8.その他の事項

( 1 )大分県人事委員会に係る業務に関すること

九重町は､地方公務員法の規定に基づき､公平委員会の事務を大分県人事委員会に委託していま+.

①　勤務条件に関する措置の要求の状況

地方公務員法第4 6条において職員は､給与､勤務時間､その他の勤務条件に関し､公平委員会に対して､

地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができることになっています｡

平成2 1年度の措置の要求の状況については､県人事委員会より次のとおり報告がありました｡

平成20年度末 兌ﾙ�ﾃ#�D�7��平成21年度処理件数 劔[ﾙ�ﾃ#�D�7永b�

係属件数 ��ｹ'Ywhｸ�ﾈ��B�取下げ 亶�屬�判定 佛y�霾��B�

0 ���0 ���0 ���

(荏)件数は､措置の要求をした職員1人をもって1件として数えています0

②　不利益処分に関する不服申立ての状況

地方公務員法第4 9条の2において職員は､その意に反して不利益な処分を受けた場合は､公平委員会に

不服申立て(審査請求又は異議申立て)をすることができることになっています｡公平委員会は､不服申立

てを受理したときは､地方公務員法第5 0条の規定に基づき､その事案について審査を行い､その処分を承

認し､修正し､又は取り消し､及び必要がある場合においては､任命権者にその職員がその処分によって受

けた不当な取り扱いを是正するための指示をしなければならないこととされています｡

平成2 1年度の不服申立ての状況については､県人事委員会より次のとおり報告がありました｡

平成20年度末 兌ﾙ�ﾃ#�D�7��平成21年度処理件数 劔[ﾙ�ﾈ辺�D�7永b�

係属件数 ��ｹ'Ywhｸ�ﾈ��B�取下げ 亶�屬�判定 佛y�霾��B�

0 ���0 ���0 ���

(注)件数は､不服申立てをした職員1人をもって1件として数えていま+.
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